
と
　
き

９
月
17
日
（
水
）
〜

12
月
５
日
（
金
）
の
指
定
日
時

※
指
定
日
時
は
、
日
時
に
合
わ

せ
て
順
次
通
知
し
ま
す
。

費
　
用

無
料

対
　
象

35
歳
以
上
（
昭
和
44

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
、
特

別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
方
は
、
８
月
中
に
必
ず
現

況
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。手

当
を
引
き
続
き
受
け
る
資

格
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
し

ま
す
。
現
況
の
届
け
出
を
し
な

い
と
、
８
月
以
降
の
手
当
が
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

手
当
の
受
給
者
に
は
、
８
月

上
旬
に
現
況
届
の
通
知
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
通
知
書
と
印

鑑
、
証
書
な
ど
を
持
参
し
て
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

届
出
期
間

８
月
11
日
（
月
）

〜
29
日
（
金
）

※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
。

※
８
月
16
日
（
土
）
・
17
日

（
日
）
は
、
児
童
課
で
現
況
届

の
み
受
け
付
け
ま
す
（
午
前
９

時
〜
午
後
４
時
）。

届
出
場
所

児
童
課
、
東
部
・

西
部
出
張
所

※
出
張
所
に
届
け
出
を
す
る
方

は
、
児
童
課
か
ら
出
張
所
に
書

類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
２
〜

３
日
前
ま
で
に
児
童
課
へ
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

を
扶
養
し
て
い
る
母
ま
た
は
養

育
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

▽
父
母
が
離
婚
し
た

▽
父
母
が
死
亡
し
た

▽
父
が
生
死
不
明
で
あ
る

▽
父
に
引
き
続
き
１
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る

▽
父
が
引
き
続
き
１
年
以
上
拘

禁
さ
れ
て
い
る

▽
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
出

生
（
父
か
ら
認
知
さ
れ
て
い
る

場
合
も
含
む
。
た
だ
し
事
実
上

婚
姻
関
係
に
あ
る
状
態
の
場
合

を
除
く
）

▽
父
が
重
度
の
障
害
を
有
す
る

▽
以
上
の
状
態
に
あ
る
家
庭
の

児
童
を
親
が
監
護
し
な
い
た
め

そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

Ω
対
象
と
な
ら
な
い
方

▽
児
童
が
福
祉
施
設
な
ど
に
入

所
し
て
い
る

▽
児
童
の
母
ま
た
は
養
育
者
が

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
と

き
（
老
齢
福
祉
年
金
を
除
く
）

▽
支
給
要
件
該
当
日
か
ら
平
成

15
年
３
月
31
日
で
５
年
を
経
過

し
て
い
る
と
き

次
の
い
ず
れ
か
の
状
態
に
あ

る
18
歳
未
満
の
児
童（
た
だ
し
、

18
歳
に
達
し
た
日
以
降
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
の
間
の
児
童

を
含
む
。
中
度
以
上
の
障
害
を

有
す
る
場
合
は
、
20
歳
未
満
）

と
　
き

９
月
11
日
（
木
）

午
後
２
時
〜
４
時

と
こ
ろ

多
摩
東
村
山
保
健
所

対
　
象

療
養
中
の
患
者
・
家

族講
　
師

有
村
義
宏
さ
ん
（
杏

林
大
学
助
教
授
）

申
込
み

多
摩
東
村
山
保
健
所

保
健
サ
U
ビ
ス
課
保
健
指
導
係

へ
ò
042
（
３
９
４
）
３
１
１
１

20
歳
未
満
の
児
童
で
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
障
害
を
有

す
る
児
童
の
父
ま
た
は
母
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

▽
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
お
お

む
ね
１
〜
３
級

▽
「
愛
の
手
帳
」
お
お
む
ね
１

〜
３
度

※
３
級
、
３
度
の
場
合
は
該
当

し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

※
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る
児
童
は
該
当
に
な
り
ま
せ

ん
。

※
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
の
ど
ち
ら
も
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
が
、
所
得
制
限

額
を
超
え
て
い
る
場
合
で
も
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

児
童
課
ò
042
（
３
４

６
）
９
５
４
４

し
か
し
、
人
が
通
る
場
所
な

ど
に
巣
を
作
ら
れ
る
と
非
常
に

危
険
な
た
め
、
こ
の
よ
う
な
場

合
に
は
、
巣
ご
と
除
去
し
た
方

が
よ
い
で
し
ょ
う
。

巣
の
除
去
の
方
法
と
し
て

「
ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
」
は
、
活
動

し
て
い
な
い
夜
間
に
、
肌
を
出

さ
な
い
よ
う
に
厚
手
の
長
袖
の

服
や
手
袋
を
着
用
し
、
エ
ア
ゾ

U
ル
殺
虫
剤
を
巣
に
向
け
て
噴

霧
す
れ
ば
簡
単
に
駆
除
で
き
ま

す
。し

か
し
、「
ス
ズ
メ
バ
チ
」
の

場
合
は
、
危
険
を
伴
い
ま
す
の

で
市
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

一
般
家
庭
に
で

き
た
ス
ズ
メ
バ

チ
の
巣
は
市
で

駆
除
し
ま
す
。

ス
ズ
メ
バ
チ

の
巣
の
特
徴
は

ボ
U

ル
状
で
、

出
入
り
の
た
め

の
穴
が
一
つ
あ

い
て
い
ま
す
。

万
一
刺
さ
れ
た

場
合
、
刺
さ
れ

た
部
分
を
よ
く

洗
い
、
抗
ヒ
ス

タ
ミ
ン
軟
こ
う

を
塗
り
ま
す
。

ひ
ど
く
は
れ

る
、
発
熱
す
る
、

気
持
ち
が
悪
い

な
ど
の
症
状
が

あ
っ
た
場
合

は
、
す
ぐ
に
医

師
の
診
断
を
受

け
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ

環
境

保
全
課
ò

042

（
３
４
６
）
９

５
３
６

ハ
チ
は
花
粉
を
運
ん
だ
り
、

毛
虫
な
ど
の
害
虫
を
食
べ
る
益

虫
で
す
。
巣
に
い
た
ず
ら
を
し

た
り
、
近
づ
い
た
り
し
な
い
限

り
、
ハ
チ
の
方
か
ら
刺
す
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
む

や
み
に
殺
さ
な
い
よ
う
に
し
た

い
も
の
で
す
。

年
３
月
31
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
）
で
市
内
に
住
民
登
録
ま
た

は
外
国
人
登
録
の
あ
る
方

定
　
員

▽
胃
が
ん
検
診
…
１

千
７
百
人

▽
大
腸
が
ん
検
診
…
１
千
９
百

50
人

Ω
胃
が
ん
検
診

内
　
容

Ｘ
線
間
接
撮
影

と
こ
ろ

健
康
セ
ン
タ
U

受
診
（
申
込
み
）
で
き
な
い
方

▽
平
成
15
年
４
月
以
降
に
胃
の

検
診
を
受
け
た
方
。
今
年
中
に

職
場
な
ど
で
受
診
予
定
の
方

▽
妊
娠
し
て
い
る
方

▽
過
去
に
胃
の
手
術
を
し
た
方

▽
胃
や
十
二
指
腸
の
病
気
や
精

密
検
査
を
受
け
、
今
後
も
病
院

で
治
療
や
検
査
を
受
け
る
よ
う

に
指
示
が
あ
っ
た
方

Ω
大
腸
が
ん
検
診

内
　
容
　
便
の
潜
血
反
応
検
査

※
容
器
（
後
日
、
自
宅
に
送
付
）

に
便
を
採
取
し
、
健
康
セ
ン
タ

U
へ
持
参
。

受
診
（
申
込
み
）
で
き
な
い
方

▽
平
成
15
年
４
月
以
降
に
大
腸

の
検
診
を
受
け
た
方
。
今
年
中

に
職
場
な
ど
で
受
診
予
定
の
方

▽
大
腸
の
病
気
や
精
密
検
査
を

受
け
、
今
後
も
病
院
で
治
療
や

検
査
を
受
け
る
よ
う
に
指
示
が

あ
っ
た
方

申
込
み

８
月
19
日
（
火
）
ま

で
に
、
は
が
き
に
必
要
事
項

（
上
図
参
照
）
を
記
入
の
う
え
、

問
合
せ
先
へ
（
電
話
不
可
、
定

員
に
な
り
し
だ
い
締
め
切
り
）

※
１
人
に
つ
き
、
は
が
き
１
枚

で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
健
康
セ
ン
タ
U
、
健
康
福
祉

事
務
セ
ン
タ
U
２
階
、
東
部
・

西
部
出
張
所
、
動
く
市
役
所
に

置
い
て
あ
る
申
込
用
紙
で
も
申

し
込
め
ま
す
。

問
合
せ

健
康
セ
ン
タ
U
（
〒

187
―
０
０
４
３
　
学
園
東
町
一

丁
目
19
番
12
号
）
ò
042
（
３
４

６
）
３
７
０
０

国

民

健

康

保

険

未
加
入
の
世
帯
主
か
ら
加
入
者
へ

世

帯

主

の

変

更

が

で

き

ま

す

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
で

は
、
世
帯
主
は
、
同
一
世
帯
に

国
保
加
入
者
が
い
る
と
、
世
帯

主
本
人
は
国
保
に
未
加
入
で
も

「
擬
制
世
帯
主
」
と
し
て
、
各

種
届
け
出
や
納
税
の
義
務
を
負

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
加
入

者
が
国
保
税
の
支
払
い
な
ど
を

し
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
届
け
出
に
よ
り
、
加
入
者

を
国
保
上
の
世
帯
主
に
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
こ
の
届
け
出
は
、
国
保
税

が
完
納
さ
れ
て
お
り
、
世
帯
主

の
変
更
後
も
各
種
届
け
出
や
納

税
義
務
の
確
実
な
履
行
が
見
込

め
る
な
ど
の
場
合
に
限
ら
れ
ま

す
。具

体
的
な
変
更
手
続
き
に
つ

い
て
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ

保
険
年
金
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
２
９

を
満
た
す
方

▽
市
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
生

活
保
護
受
給
者
を
除
く
）

▽
世
帯
の
前
年
の
年
間
収
入
が

基
準
収
入
額
（
一
人
世
帯
の
場

合
は
百
40
万
円
、
世
帯
構
成
員

が
一
人
増
え
る
ご
と
に
60
万
円

を
加
算
）
以
下

▽
世
帯
の
預
貯
金
額
が
基
準
貯

蓄
額
（
一
人
世
帯
の
場
合
は
百

20
万
円
、
世
帯
構
成
員
が
一
人

増
え
る
ご
と
に
50
万
円
を
加

算
）
以
下

▽
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い

な
い

軽
減
内
容

利
用
者
負
担
額
の

２
分
の
１

※
サ
U
ビ
ス
事
業
者
に
よ
っ
て

は
、
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

問
合
せ

介
護
保
険
課
（
健
康

市
で
は
、
生
計
が
困
難
な
方

の
介
護
保
険
サ
U
ビ
ス
利
用
料

の
軽
減
を
図
っ
て
い
ま
す
が
、

７
月
か
ら
、
対
象
と
な
る
サ
U

ビ
ス
や
対
象
者
の
範
囲
を
拡
大

し
ま
し
た
。

対
　
象

次
の
す
べ
て
の
要
件

福
祉
事
務
セ
ン
タ
U
内
）
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
１
０

Ω
簡
単
ス
ト
レ
ッ
チ
と
青
竹
エ

ク
サ
サ
イ
ズ

と
　
き
　
８
月
26
日
（
火
）

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
45
分

と
こ
ろ
　
健
康
セ
ン
タ
U

定
　
員
　
30
人

内
　
容
　
運
動
前
の
健
康
チ
ェ

ッ
ク
（
血
圧
測
定
、
体
脂
肪
測

定
）、
講
話
、
運
動
実
技

Ω
車
い
す
の
扱
い
方
・
つ
え
歩

行
の
介
助

と
　
き

８
月
27
日
（
水
）
、

９
月
11
日
（
木
）

午
後
２
時

〜
３
時

※
２
回
と
も
同
じ
内
容
で
す
。

と
こ
ろ

や
さ
し
い
手
小
平
デ

イ
サ
U
ビ
ス
セ
ン
タ
U
（
福
祉

会
館
２
階
）

費
　
用

無
料

講
　
師

当
セ
ン
タ
U
職
員

問
合
せ

や
さ
し
い
手
小
平
デ

イ
サ
U

ビ
ス
セ
ン
タ
U

ò
042

（
３
４
４
）
１
２
１
４

講
　
師
　
健
康
運
動
指
導
士

持
ち
物
　
健
康
手
帳
、
水
分
補

給
用
飲
料
、
フ
ェ
イ
ス
タ
オ
ル

※
動
き
や
す
い
服
装
と
運
動
靴

で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
み
　
健
康
セ
ン
タ
U
へ
ò

042
（
３
４
６
）
３
７
０
０
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消化器がん検診申込書
１．氏　　名(ふりがな)

２．性　　別　　　男　　　女

４．住　　所　　小平市

５．電話番号
　　(　　　)　　　－

６．希望する検診
　　希望する検診の番号に○を
　　つけてください。
　　　１. 胃がん検診のみ
　　　２. 大腸がん検診のみ
　　　３. 胃がん検診と大腸がん検診

３．生年月日
　　明・大・昭　　年　月　日

スズメバチの巣アシナガバチの巣

休日歯科応急診療医

平日準夜応急診療

日　　程 診 療 時 間 医 療 機 関 名 所 　 在 　 地 電 話 番 号

日　　程 診 療 時 間 医 療 機 関 名 所 　 在 　 地 電 話 番 号

８月10日(日) 午前9時～午後5時
８月17日(日) 午前9時～午後5時

※診療受付時間は午後10時15分までです。

日　　程 診 療 時 間 と 　 こ 　 ろ 科目 所　在　地 電 話 番 号

月曜～土曜日
（祝日、年末年始を除く）

 午後7時30分～
10時30分 

(社）小平市医師会
平日準夜応急診療所

内・小 学園東町1－19－12
（健康センター内）

042（346）3706

東京都実施の救急診療の問合せ

相談員受付・24時間
042（521）2323東京消防庁テレホンサービス
03（5272）0303ひまわり情報センター夜間休日診療案内

午前9時～午後5時
8 月10日(日)

午後5時～10時

午前9時～午後5時
8 月17日(日)

午後5時～10時

休日応急診療医休日応急診療医(内科内科・小児科小児科)
※いずれも当番医は変更になる場合があります。
問合せは042（346）3706へ。
小平市ホームページでもご覧になれます。

加賀美クリニック
み そ の 診 療 所
渡 辺 内 科 医 院
一 橋 病 院
佐 藤 小 児 科 医 院
鈴 の 木 台 診 療 所

小川東町5－5－1　
美園町1－2－16
鈴木町1－258－2
学園西町1－2－25　　　　　

鈴木町1－228－1　　　　　　

042(341)0655
042(342)7270
042(342)3517
042(343)1311
0424(62)8114
042(341)3256

中 宿 歯 科 診 療 所
高村第二歯科クリニック

小川西町3－21－8　
喜平町1－10－11

042(341)7777
042(324)6449

花小金井南町3－28－15
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